
 

議案第１２号 

 

   狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１８年条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 

  第１条中「その他法に関する事務」の次に「、マンションの建替え等の円滑化に

関する法律（平成１４年法律第７８号。以下「マンション建替円滑化法」とい  

う。）に規定する事務その他マンション建替円滑化法に関する事務」を加える。 

  第３条中「並びに」の次に「マンション建替円滑化法、」を加える。 

  第５条の見出し中「減免」を「免除」に改め、同条第１項中「徴収する事務に係

る申請」の次に「（第１号及び第２号に掲げる建築物にあっては、第２条に規定す

る事務に係る申請に限る。）」を加え、同項ただし書を削り、同項第１号中「き 

損」を「毀損」に改め、同項第３号中「その他」を「本市が建築主である建築物そ

の他」に改める。 

  別表第１の１の項を次のように改める。 

１ 法第６条第１項（法第８７

条第１項において準用する

場合を含む。）の規定に基

づく建築物に関する確認の

申請又は法第１８条第２項

（法第８７条第１項におい

て準用する場合を含む。）

の規定に基づく建築物に関

する計画の通知に対する審

査（次項に規定する審査を

除く。）         

建築物に関する

確認申請又は計

画通知手数料 

（１）建築物の床面積の合

計（市長が別に定める

算定方法により算定し

たものをいう。以下こ

の 項 に お い て 「 床 面 

積」という。）が 30

平方メートル以内のも

の 

7,000 円 

（２）床面積が 30 平方 

メートルを超え 100 平

方メートル以内のもの 

14,000 円 

（３）床面積が 100 平方 

メートルを超え 200 平

方メートル以内のもの 

24,000 円 

（４）床面積が 200 平方 

メートルを超え 500 平

方メートル以内のもの 

31,000 円 

（５）床面積が 500 平方 

メートルを超え 1,000

平方メートル以内のも

の 

58,000 円  



 

   （６）床面積が 1,000 平方

メートルを超え 2,000

平方メートル以内のも

の 

78,000 円 

（７）床面積が 2,000 平方

メートルを超え 10,000

平方メートル以内のも

の 

235,000 円 

（８）床面積が 10,000 平

方 メ ー ト ル を 超 え

50,000 平方メートル以

内のもの 

420,000 円 

（９）床面積が 50,000 平

方メートルを超えるも

の 

777,000 円 

  別表第１の５の項中「第１８条第１４項」を「第１８条第１６項」に、「第１８

条第１９項」を「第１８条第２１項」に、「第７項」を「別表第１の７の項」に改

め、同表の６の項から８の項までの規定中「第１８条第１４項」を「第１８条第 

１６項」に改め、同表の９の項から１２の項までの規定中「第１８条第１７項」を

「第１８条第１９項」に改め、同表に次のように加える。 

13 法第７条の６第１項第２号

又は第１８条第２４項第２

号（これらの規定を法第 

８７条の２又は第８８条第

１項若しくは第２項におい

て準用する場合を含む。）

の規定に基づく仮使用の認

定の申請に対する審査 

検査済証の交付

を受ける前にお

ける建築物等の

仮使用認定申請

手数料 

120,000 円 

  別表第２の１の項中「第１８条第２２項第１号」を「第１８条第２４項第１号」

に、「の承認」を「の認定」に、「仮使用承認申請手数料」を「仮使用認定申請手

数料」に改め、同表の８の項中「又は第１２項ただし書」を「、第１２項ただし書

又は第１３項ただし書」に改め、同表の１１の項中「適用除外に」を「適用除外等

に」に改め、同表の２２の項中「基づく」の次に「建築物の」を加え、同表の３９

の項中「規定に基づく」の次に「建築物の」を加え、同表の４２の項中「第１２条

第７項」を「第１２条第８項」に改め、同表の４４の項中「建築基準法施行規則 

（昭和２５年建設省令第４０号）第１１条の４第１項に規定する書類」を「法第 

９３条の２に規定する建築計画概要書等」に改め、同表の５４の項中「５２の項」



 

を「５３の項」に改め、同項を同表の５５の項とし、同表中５３の項を５４の項と

し、５２の項を５３の項とし、同表の５１の項中「５３の項第１号」を「５４の項

第１号」に、「５３の項において」を「５４の項において」に改め、同項を同表の

５２の項とし、同表中５０の項を５１の項とし、４９の項を５０の項とし、同表の

４８の項中「４６の項第１号」を「４７の項第１号」に、「４６の項第２号」を 

「４７の項第２号」に改め、同項を同表の４９の項とし、同表中４７の項を４８の

項とし、同表の４６の項中「５２の項第３号」を「５３の項第３号」に改め、同項

を同表の４７の項とし、同表の４５の項中「４７の項」を「４８の項」に、「４８

の項」を「４９の項」に改め、同項を同表の４６の項とし、同表の４４の項の次に

次のように加える。 

45 マンション建替円滑化法第  

１０５条第１項の規定に基

づくマンションの容積率の

特例の許可の申請に対する

審査 

要除却認定マン

ションの建替え

により新たに建

築 さ れ る マ ン 

ションの容積率

の特例許可申請

手数料 

160,000 円 

第２条 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を次のように改正する。 

  別表第２の４６の項を次のように改める。 

46 長期優良住宅法第５条第１

項から第３項までの規定に

基づく長期優良住宅建築等

計画の認定の申請に対する

審査（次項に規定する審査

を除く。） 

長期優良住宅建

築等計画の認定

申請手数料 

（１）長期優良住宅建築等

計画が長期優良住宅法

第６条第１項各号に掲

げる基準に適合してい

ることを示す書類（住

宅の品質確保の促進等

に 関 す る 法 律 （ 平 成 

１１年法律第８１号）

第５条第１項の登録住

宅性能評価機関が作成

したものに限る。別表

第２の４８の項におい 

て同じ。）が提出され

た場合 

ア １戸建の住宅 

6,000 円 

イ 共同住宅等 次に

掲げる区分に応じそ

れ ぞ れ に 定 め る 額 

を、申請に係る１の

建築物の住戸のうち

同時に申請された住

戸の数（以下この項 
 



 

     から別表第２の４９

の 項 ま で に お い て 

「申請住戸数」とい

う。）で除して得た

金 額 （ 当 該 金 額 に 

100 円未満の端数が

あるときは、これを

切り捨てる。） 

（ ア ） 床 面 積 の 合 計 

（申請に係る１の

建築物の床面積の

合計をいう。以下

この項において同

じ。）が 500 平方

メートル以内のも

の 

13,000 円 

（イ）床面積の合計が

500 平方メートル

を超え 1,000 平方

メートル以内のも

の 

24,000 円 

（ウ）床面積の合計が

1,000 平方メート

ルを超え 2,500 平

方メートル以内の

もの 

35,000 円 

（エ）床面積の合計が

2,500 平方メート

ルを超え 5,000 平

方メートル以内の

もの 

65,000 円 

（オ）床面積の合計が

5,000 平方メート

ルを超え 10,000 

平方メートル以内

のもの 

112,000 円 

（カ）床面積の合計が

10,000 平方メート

ル を 超 え 20,000

平方メートル以内

のもの 

185,000 円 

（キ）床面積の合計が

20,000 平方メート 
 



 

   ル を 超 え 30,000

平方メートル以内

のもの 

228,000 円 

（ク）床面積の合計が

30,000 平方メート

ルを超えるもの 

243,000 円 

（２）住宅の品質確保の促

進等に関する法律第６

条第１項の設計住宅性

能評価書（長期優良住

宅法第６条第１項第１

号に掲げる基準に適合

しているものに限る。

別表第２の４８の項に

おいて同じ。）の写し

が提出された場合 

ア １戸建の住宅 

23,000 円 

イ 共同住宅等 次に

掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額を

申請住戸数で除して

得た金額（当該金額

に 100 円未満の端数

があるときは、これ

を切り捨てる。） 

（ア）床面積の合計が

500 平方メートル

以内のもの 

72,000 円 

（イ）床面積の合計が

500 平方メートル

を超え 1,000 平方

メートル以内のも

の 

112,000 円 

（ウ）床面積の合計が

1,000 平方メート

ルを超え 2,500 平

方メートル以内の

もの 

207,000 円 

（エ）床面積の合計が

2,500 平方メート

ルを超え 5,000 平

方メートル以内の

もの 
 



 

   350,000 円 

（オ）床面積の合計が

5,000 平方メート

ル を 超 え 10,000

平方メートル以内

のもの 

535,000 円 

（カ）床面積の合計が

10,000 平方メート

ル を 超 え 20,000

平方メートル以内

のもの 

969,000 円 

（キ）床面積の合計が

20,000 平方メート

ル を 超 え 30,000

平方メートル以内

のもの 

1,321,000 円 

（ク）床面積の合計が

30,000 平方メート

ルを超えるもの 

1,597,000 円 

（３）（１）又は（２）以

外の場合 

ア １戸建の住宅 

57,000 円 

イ 共同住宅等 次に

掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額を

申請住戸数で除して

得た金額（当該金額

に 100 円未満の端数

があるときは、これ

を切り捨てる。） 

（ア）床面積の合計が

500 平方メートル

以内のもの 

127,000 円 

（イ）床面積の合計が

500 平方メートル

を超え 1,000 平方

メートル以内のも

の 

200,000 円 

（ウ）床面積の合計が

1,000 平方メート

ルを超え 2,500 平

方メートル以内の 
 



 

   もの 

389,000 円 

（エ）床面積の合計が

2,500 平方メート

ルを超え 5,000 平

方メートル以内の

もの 

692,000 円 

（オ）床面積の合計が

5,000 平方メート

ル を 超 え 10,000

平方メートル以内

のもの 

1,185,000 円 

（カ）床面積の合計が

10,000 平方メート

ル を 超 え 20,000

平方メートル以内

のもの 

2,187,000 円 

（キ）床面積の合計が

20,000 平方メート

ル を 超 え 30,000

平方メートル以内

のもの 

3,123,000 円 

（ク）床面積の合計が

30,000 平方メート

ルを超えるもの 

3,824,000 円 

  別表第２の４７の項中「又は第２号ア」を「、第２号ア又は第３号ア」に、「又

は第２号イ」を「、第２号イ又は第３号イ」に、「又は第３号に掲げる場合はそれ

ぞれ該当する第２号又は第３号」を「に掲げる場合は同号」に改め、同項第３号を

削り、同表の４８の項を次のように改める。 

48 長期優良住宅法第８条第１

項の規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の変更の認

定 の 申 請 に 対 す る 審 査  

（次項に規定する審査を除

く。）  

長期優良住宅建

築等計画の変更

の認定申請手数

料 

（１）変更後の長期優良住

宅建築等計画が長期優

良住宅法第６条第１項

各号に掲げる基準に適

合していることを示す

書類が提出された場合 

ア １戸建の住宅 

3,000 円 

イ 共同住宅等 次に

掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額を

申請住戸数で除して

得た金額（当該金額  



 

   に 100 円未満の端数

があるときは、これ

を切り捨てる。） 

（ ア ） 床 面 積 の 合 計 

（申請に係る１の 

建築物の変更後の

床面積の合計をい

う。以下この項に

おいて同じ。）が

500 平方メートル

以内のもの 

6,500 円 

（イ）床面積の合計が

500 平方メートル

を超え 1,000 平方

メートル以内のも

の 

12,000 円 

（ウ）床面積の合計が

1,000 平方メート

ルを超え 2,500 平

方メートル以内の

もの 

17,500 円 

（エ）床面積の合計が

2,500 平方メート

ルを超え 5,000 平

方メートル以内の

もの 

32,500 円 

（オ）床面積の合計が

5,000 平方メート

ル を 超 え 10,000

平方メートル以内

のもの 

56,000 円 

（カ）床面積の合計が

10,000 平方メート

ル を 超 え 20,000

平方メートル以内

のもの 

92,500 円 

（キ）床面積の合計が

20,000 平方メート

ル を 超 え 30,000

平方メートル以内

のもの 

114,000 円 

（ク）床面積の合計が 
 



 

  

 

 30,000 平方メート

ルを超えるもの 

121,500 円 

（２）住宅の品質確保の促

進等に関する法律第６

条第１項の設計住宅性

能評価書の写しが提出

された場合 

ア １戸建の住宅 

11,500 円 

イ 共同住宅等 次に

掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額を

申請住戸数で除して

得た金額（当該金額

に 100 円未満の端数

があるときは、これ

を切り捨てる。） 

（ア）床面積の合計が

500 平方メートル

以内のもの 

36,000 円 

（イ）床面積の合計が

500 平方メートル

を超え 1,000 平方

メートル以内のも

の 

56,000 円 

（ウ）床面積の合計が

1,000 平方メート

ルを超え 2,500 平

方メートル以内の

もの 

103,500 円 

（エ）床面積の合計が

2,500 平方メート

ルを超え 5,000 平

方メートル以内の

もの 

175,000 円 

（オ）床面積の合計が

5,000 平方メート

ル を 超 え 10,000

平方メートル以内

のもの 

267,500 円 

（カ）床面積の合計が

10,000 平方メート

ルを超え 20,000 
 



 

     平方メートル以内

のもの 

484,500 円 

（キ）床面積の合計が

20,000 平方メート

ル を 超 え 30,000

平方メートル以内

のもの 

660,500 円 

（ク）床面積の合計が

30,000 平方メート

ルを超えるもの 

798,500 円 

（３）（１）又は（２）以

外の場合 

ア １戸建の住宅 

28,500 円 

イ  共同住宅等  次に

掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額を

申請住戸数で除して

得た金額（当該金額

に 100 円未満の端数

があるときは、これ

を切り捨てる。） 

（ア）床面積の合計が

500 平方メートル

以内のもの 

63,500 円 

（イ）床面積の合計が

500 平方メートル

を超え 1,000 平方 

メートル以内のも

の 

100,000 円 

（ウ）床面積の合計が

1,000 平方メート

ルを超え 2,500 平

方メートル以内の

もの 

194,500 円 

（エ）床面積の合計が

2,500 平方メート

ルを超え 5,000 平

方メートル以内の

もの 

346,000 円 

（オ）床面積の合計が

5,000 平方メート 
 



 

     ル を 超 え 10,000

平方メートル以内

のもの 

592,500 円 

（カ）床面積の合計が

10,000 平方メート

ル を 超 え 20,000

平方メートル以内

のもの 

1,093,500 円 

（キ）床面積の合計が

20,000 平方メート

ル を 超 え 30,000

平方メートル以内

のもの 

1,561,500 円 

（ク）床面積の合計が

30,000 平方メート

ルを超えるもの 

1,912,000 円 

別表第２の４９の項中「又は第２号ア」を「、第２号ア又は第３号ア」に、「又

は第２号イ」を「、第２号イ又は第３号イ」に、「又は第３号に掲げる場合はそれ

ぞれ該当する第２号又は第３号」を「に掲げる場合は同号」に改め、同表の５３の

項中「又は第３号に掲げる場合はそれぞれ該当する第２号又は第３号」を「に掲げ

る場合は同号」に改め、同項第３号を削り、同表の５５の項中「又は第３号に掲げ

る場合はそれぞれ該当する第２号又は第３号」を「に掲げる場合は同号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

（１）第２条中別表第２の４６の項の改正規定、同表の４７の項の改正規定（「又は

第２号ア」を「、第２号ア又は第３号ア」に、「又は第２号イ」を「、第２号イ

又は第３号イ」に改める部分に限る。）、同表の４８の項の改正規定及び同表の

４９の項の改正規定（「又は第２号ア」を「、第２号ア又は第３号ア」に、「又

は第２号イ」を「、第２号イ又は第３号イ」に改める部分に限る。） 平成２７

年４月１日 

（２）第１条中別表第１の改正規定（同表の５の項中「第７項」を「別表第１の７の

項」に改める部分を除く。）並びに別表第２の１の項及び４２の項の改正規定並

びに第２条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。） 平成２７年６月１日 

 



 

  平成２７年２月１９日提出 

 

          狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 

 

提案理由 

 建築基準法等の改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る規定を改

める等所要の改正をするとともに、条文の整備をしたいので、この案を提出するもの

である。 

 

 

 


